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申請から支給までの手続き 

 

補助金の申請から支給までの事務手続は下図のとおりです。 

補助事業者においては、日ごろから必要書類等を整理するなど、各手続きについて事前

に準備を行い、各種報告の提出期限を厳守しなければなりません。 

＜おきなわ農林水産物県外出荷促進事業の標準フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表記の時期はあくまで目安です。市からの通知等のご確認をお願いします。 

送付

はじめに 

「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業（北部・離島地域振興）補

助金」は、北部市町村及び離島市町村が定める地域特産物を域外に出

荷する団体等に対し、域外出荷に要する輸送費について、名護市が予

算の範囲内で補助金を交付するものです。 

補助事業者は、誠意をもって事業を遂行しなければならないのはも

ちろんのこと、沖縄農林水産物条件不利性解消事業費補助金交付要綱

（以下「国要綱」という。）やおきなわ農林水産物県外出荷促進事業（北

部・離島地域振興）補助金交付要綱（以下「補助金要綱」という。）、

名護市からの通知等に従っていただく必要があり、市はその指導監督

を行うこととなっています。補助事業を行う際は、事前にこの手引き

をよく読み、手順に従って事務を進めていただくようお願いいたしま

す。
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補助対象事業者について 

 

本補助金の交付申請できる者は、次に掲げる団体のうち、当該団体又はその構成員が

地域特産物の出荷を行い、かつ、名護市内に出荷等の拠点を有する団体とする。 

ア 農業協同組合法に規定する農業協同組合又は農事組合法人 

イ 水産業協同組合法に規定する漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は漁業生産組合 

ウ 森林組合法に規定する森林組合又は森林組合連合会 

エ  中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する組合等   

オ  農林漁業者等の組織する団体 

（１）農地法に規定する農地所有適格法人のうち、農地法第６条の報告を行っている

もの 

（２）農林漁業を営む者の組織する団体のうち、次の①から⑤の全てを満たすもの 

① 規約等に代表者、組織及び運営についての定めがあること。 

② 規約等に構成員が生産した農林水産物を共同出荷する事業についての定め

があること。 

③ 家計を別にする農林漁業従事者３戸以上が構成員となっていること。 

④ 構成員のすべてが、直近１年間において確定申告を行っていること。 

⑤ 農林漁業従事者である構成員の３戸以上が、業種別に以下の要件を満たすこ

と。ただし、新規就業者においてはこの限りではない。 

【農業】 

・市町村において農地基本台帳に登録されている者 

・直近１年間における確定申告において、農産物の販売金額が50万円以上である者 

【漁業】 

・沖縄県知事から漁船登録を受けた漁船又は市町村内に地域特産物に係る養殖施設

を所有又は使用して事業を行っている者 

・直近１年間における確定申告において、漁獲物及び収穫物の販売金額が50万円以上

である者 

【畜産業】 

・市町村内に地域特産物に係る飼養施設を所有又は使用して事業を行っている者 

・直近１年間における確定申告において、畜産物の販売金額が50万円以上である者 

【林業】 

・市町村内に地域特産物に係る生産施設を所有又は使用して事業を行っている者 

・直近１年間における確定申告において、林産物の販売金額が50万円以上である者 

２
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カ　 知事の認める団体 

地域特産物を販売する法人で、市町村内の家計を別にする農林漁業従事者３戸以上と

契約し、仕入れを行っているもの。 

 

補助対象者の要件　【（１）～（６）の全て】 

（１）補助対象事業者名義の口座を保有していること。 

（２）団体の運営が適切に行われており、管理運営体制が整備され、本事務の円滑な実施に支障を

生じるおそれがないこと。 

（３）経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員

名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書、品目別出荷量に関する帳簿等（これらの定めの

ない団体にあってはこれに準ずるもの）を備えていること。 

（４）過去に補助金等の不正使用等事案がないこと。 

（５）その他、事業実施上の問題がないこと。 

（６）おきなわ農林水産物県外出荷促進事業（県外出荷促進）の補助事業者でないこと。 

 

補助対象経費について 

 

補助の対象となる経費は、地域特産物を域外の卸売市場や小売業等の事業者へ出荷す

るのに要する輸送費の全部又は一部になります。 

ただし、一部、対象外となるものがありますので、注意してください。 

※域外とは、離島市町村については、沖縄本島及び県外（北海道、本州、四国及び九州

（鹿児島県に属する離島を除く。）をいう。北部市町村については、県外をいう。 

 

＜対象外の例＞ 

・個人（消費者）への出荷（配送） 

・試供品等 

・出荷先へ送料を請求できる場合 

・輸送費相当分が別で収入がある場合 

・社内取引（出資関係図に示される完全支配関係があるグループ内企業間の取引） 

・販売先（商流）が域内企業の場合 

例）宮古島市の場合 

宮古島市内の補助事業者が市内の事業者の注文で県外に発送した場合は商流が域

内になるため対象外になります。 

３
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補助対象品目について 

 

補助の対象となるのは、別表第１に掲げる県内で生産された農林水産物（水産物については県内で

水揚げされたもの）のうち、別表第２に示す名護市が定める品目及びその一次加工品（地域特産物）

になります。 

市が定めたもの以外は補助対象外になりますので、必要に応じて市の担当者等へ確認をお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４-1
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別表第２　令和８年度地域特産物指定一覧（名護市） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

野菜 果樹 その他の農作物等 鮮魚等 モズク

かぼちゃ シークヮーサー コーヒー 切り葉 牛肉類 海ブドウ モズク

パパイヤ マンゴー 薬用作物類 ゴム類 豚肉類 エビ類

きゅうり パッションフルーツ お茶 小ギク 鶏肉類 スギ

オクラ パインアップル スプレーギク 鶏卵 ハタ類

トマト類 イチゴ ストレリチア ヤギ肉類 マグロ類

ゴーヤー アテモヤ デンファレ カジキ類

ピーマン ドラゴンフルーツ ヘリコニア イカ類

いんげん類 中晩柑類 レッドジンジャー カツオ類

らっきょう類 温州みかん リアトリス イルカ

ばれいしょ バナナ サンダンカ 金目鯛

ヘチマ トルコギキョウ ブダイ類

アスパラ 輪ギク マチ類

チンゲンサイ 球根切り花類 アーサ

レタス類 観葉鉢物

ホウレンソウ

はくさい

ワサビ菜

小松菜

フダンソウ類

カレーリーフ

スナップエンドウ

スイートコーン

島とうがらし

かんしょ

じゃがいも

モーイ

にんにく

きゃべつ

冬瓜
だいこん
にんじん
たまねぎ

なす

青果物 水産物
花き 畜産物
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一次加工品について 

　 

一次加工品とは、市が定めた県産農林水産物を当該市町村内で加工（塩蔵除く）し、飲

食料品の原料又は材料として販売するものをいいます。 

 

【一次加工品の例】 

　　紅芋ペースト・かぼちゃペースト・パインアップル果汁など・ 

 

 

 

輸送重量について 

 

出荷品目ごとの輸送重量が、kg単位で確認できなければなりません。 

【例】「●箱」、「●ケース」、「コンテナ●個」→× 

請求書に記載のない場合は、確認できる書類を添付してください。 

 

【留意事項】 

（１）宅配便を利用する場合は、運送会社の請求書に加えて、出荷先・出荷品目・出荷

重量が確認出来る書類（相手先への納付書、請求書等）を提出してください。 

（２）水産物（鮮魚等）において、保存のために氷を詰めて空輸している場合、氷の重

量も含めて輸送費用に含まれているのであれば、運送業者の請求書で確認でき

るものは補助対象とします。 

（３）花きにおいて、品目毎の出荷重量の把握が困難な場合、出荷団体等の出荷データ

や標準重量等を参考に出荷重量の算定ができるものとします。 

 

 

輸送金額について 

 

出荷品目ごとの輸送金額が、税抜で確認できなければなりません。請求書に税込み額の

み記載されている場合は、  輸送金額（税込）÷1.１  ※小数点以下切り捨て　で税抜額

を算出し、余白に記載してください。 

請求書に記載のない場合は、確認書類を添付してください。 

輸送費を確認できる請求書資料について、運送事業許可を受けた運送事業者からの請

求書に限りますので、ご注意ください。 

 

６

５

４-2
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参考 ～請求書に記載のある輸送金額に含めて計上できるもの～ 

※コンテナリース料は、出荷のみ計上できます。 

※請求書内に記載されている代引き手数料は含まれません。 

 

補助単価について 

 

補助単価は、 以下（１）（２）のうち、低い方が補助単価となります。 

離島から沖縄本島を経由して出荷する場合は「離島→沖縄本島」、「沖縄本島→県外」の

それぞれ個別の算定が必要です。 

※沖縄本島を経由する場合とは、請求書が離島から沖縄本島までの請求書と沖縄本島 

から県外までの請求書が分かれている場合をいいます。 

 

 

 航空・船舶 

ともに○
運賃 発地料金          着地料金 （輸送）手数料 

中継料 配達料       チルド料金 
 船舶のみ○ 燃料調整金 コンテナリース料  荷役料 保管料

 （１）年間輸送金額（税抜）÷年間域外出荷量（輸送重量） 

＝年平均輸送単価（実費単価） ※小数点以下切り捨て 

（２）交付要綱に規定されている基準額

７ 

発地 着地 輸送方法 対象区分 基準額（円/Kg） 発地 着地 輸送方法 対象区分 基準額（円/Kg）

青果物 50 南大東島 航空 全区分 ―

花き 64 北大東島 船舶 全区分 ―

畜産物 91 航空 全区分 154

鮮魚等 77 船舶 全区分 7

モズク 80 航空 全区分 ―

青果物 17 船舶 全区分 ―

花き 27 航空 全区分 ―

畜産物 13 船舶 全区分 36

鮮魚等 18 航空 全区分 106

モズク 8 船舶 全区分 ―

航空 全区分 98 航空 全区分 71

船舶 全区分 28 船舶 全区分 ―

航空 全区分 73 航空 全区分 195

船舶 全区分 17 船舶 全区分 ―

航空 全区分 109 航空 全区分 171

船舶 全区分 26 船舶 全区分 ―

航空 全区分 77 航空 全区分 113

船舶 全区分 25 船舶 全区分 14

航空 全区分 196
沖縄本島

（経由に限る） 船舶 全区分 11

船舶 全区分 20

航空 全区分 119

船舶 全区分 13

備考　この表に定める発地又は着地の適用地域は以下のとおりとする。
(1)沖縄本島周辺離島　伊平屋島、伊是名島、伊江島、津堅島、粟国島、渡名喜島、渡嘉敷島及び座間味村に属する離島、久高島
(2)石垣周辺離島　竹富町に属する離島
(3)「―」は、第4-1-⑴-ア又は第4-1-⑵-アに基づく額

石垣周辺
離島

県外

沖縄本島
（経由に限

る）

県外

沖縄本島
（経由に限

る）

多良間島

県外

沖縄本島
（経由に限

る）

石垣島

県外

沖縄本島
（経由に限

る）
沖縄本島
周辺離島

県外

久米島

県外

沖縄本島
（経由に限

る）

与那国島

県外

沖縄本島
（経由に限

る）

航空

船舶

宮古島

県外

沖縄本島
（経由に限

る）

沖縄本島 県外



- 8 - 

【補助単価算定例】宮古島から本島経由して県外出荷する場合 

① 出荷重量 バナナ100ｋｇ（航空） 輸送金額（税抜） 宮古島→本島（経由） ￥10,000 

\10,000÷100kg ＝ 実費単価 \100／ｋｇ ・・・基準額が補助単価となります 

実費単価 \100／ｋｇ＞基準額（宮古島-本島　航空） ￥73／ｋｇ 

 

② 出荷重量 バナナ100ｋｇ（船舶） 輸送金額（税抜） 本島→県外        ￥1,500 

 \1,500÷100kg ＝ 実費単価 \15／ｋｇ ・・・実費単価が補助単価となります 

実費単価 \15／ｋｇ＜基準額（本島-県外 船舶） ￥17／ｋｇ 

 

 

交付申請について 

 

補助金の交付を申請する者は、交付申請書（第３号様式）及び生産出荷計画を作成し、

振込先口座の写し等と併せて期日までに提出する必要があります。 

 

【提出書類】 

 ・交付申請書（第３号様式） 

 ・生産振興計画（第２号様式） 

 ・振込先口座（通帳）の写し 

 ・納税証明書 

 

交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。なお、提出後、内容の

確認や追加書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。 

 

【添付資料】 

（１）履歴事項全部証明書（所得税法に基づく個人事業者であるときは、この限りでない。） 

（２）直近の税務申告書（受理が確認されるもの）及びその附属書類として次に掲げるもの 

　　　・法人の場合：法人事業概況説明書等の写し及び出資関係図※２ 

　　　・個人の場合：第一表及び事業所得の申告に附属する収支内訳書の写し 

（３）補助事業者履行義務誓約書（別紙様式第１号）  

（４）暴力団排除に関する誓約書（別紙様式第２号） 

（５）「オ　農林漁業者等の組織する団体」「カ　知事が認める団体」に該当する団体は、以下を

追加で添付。 

オ（１）に該当する団体 　⇒　農地所有適格法人報告書（写） 

オ（２）に該当する団体   ⇒　協定書※３、別紙１、構成員全員の上記（１）～（４）。 

カに該当する団体 　　 ⇒　契約農家関係（契約書、別紙１、耕作証明又はそれに代わるもの） 

　　　　　　　　　　　　　出荷組合法人の場合は、定款・組合員名簿 

（６）一次加工品を販売する団体は、当該市町村内で地域特産物を加工することを証明する書類

を添付。 

 

※２　内国法人との間に完全支配関係がある法人のみ提出。 

※３　協定書に ①代表者・組織及び運営についての定めがあること 

②構成員が生産した農林水産物の共同出荷を目的とすることの定めがあること。 

③作成日/施行日・適用日の記載があること。 

８-1 



- 9 - 

交付申請書等の提出先やスケジュールは以下のとおりです。 

 

【提出先】 

名護市農林水産部園芸畜産課 

 住所　〒905-8540　沖縄県名護市港一丁目１番１号 

 

【問い合わせ先】　名護市農林水産部園芸畜産課　　 

電話　0980-53-1212（内線28６） 

　　　　　　　　　担当：島袋・平良 

 

【スケジュール】 

（１）事 業 実 施 期 間 令和８年4月1日　～　令和９年3月31日 

（２）交付申請受付期間 令和８年７月６日（月）13：00  から　 

令和８年7月24日（金）17：00　まで 

（３）補 助 適 用 期 間 令和８年4月1日出荷分以降 

（４）補助金交付時期 原則として実績報告後 

（遂行状況報告で市町村による確認が済んだ実績分について、補

助事業者が希望する場合は補助金の一部を概算払い可） 

※概算払いを希望する場合は、第1・第２四半期を対象に10月

～11月にかけて実施予定。 

 

 

生産振興計画について 

 

農林水産物の生産出荷に係る計画（生産振興計画：第２号様式）を作成し提出する必要があり

ます。地域特産物を域外へ出荷する際の輸送コストの負担軽減を図ることで、地域特産物の生産

及び出荷拡大を促進し、地域の農林水産業の活性化と事業者の自立的な経営活動の確立を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８-２ 
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記入例（交付申請書）
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記入例



- 13 - 

 

 

 
記入例



- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例（生産出荷計画）・農林水産物
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記入例（生産出荷計画）・一次加工品
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補助金の交付決定について 

 

補助事業者から提出された交付申請書について、内容が適切と認められたものに対し、

市から交付決定通知書を送付します。 

交付申請書を始めとして、市町村への関係書類・及び補助事業者が提出する書類は、全

て５年間保管しておく必要があります 

 

 

 

      遂行状況の報告について 

 

補助事業者は、四半期ごと（第４四半期は各月の提出）の事業の遂行状況について、市

が定める日までに報告を行わなければなりません。 

提出すべき書類は次のとおりです。 

 

１ 遂行状況報告書（第７号様式） 

２ 遂行状況明細書、遂行状況明細書附属書類 

３ 添付書類（輸送費の請求書※写し等） 

  ※輸送費を確認できる請求書資料については、運送事業許可を受けた運送事業者　

からの請求書に限ります。 

 

 

添付資料について 

 

補助金算定の根拠として、 1)出荷日、2)出荷品目、3)出荷先(※)、4)輸送方法、5)

輸送重量、6)輸送金額 が記載された請求書等を報告書に添付してください。 

請求書等で1）～6）が確認できない場合は、確認できる資料（仕切書、発注書等）を追

加で添付してください。 

なお、市には書類のコピーを提出することとし、書類の原本は補助事業者において整

理・保管を行わなければなりません。 

 

※輸送先の事業者名が確認できる資料が必要となります（輸送業者の取扱い店や、地名、個人名の

記載などは対象外となりますのでご留意ください）。 
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記入例
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記入例
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書類のまとめ方について 

 

報告書や添付書類のサイズは、全てA4に統一

してまとめ、保管してください。 

また、用紙の向きは右図のとおりとします。 

 

※資料のまとめ方 

【例】 

　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

事業内容の変更について 

 

補助事業を遂行する中で、実績額が交付決定額より 増える 見込みがある場合、又は交

付決定額に比べ ２割以上減る 見込みがある場合は、交付決定額の変更手続きを行わな

ければなりません。 

手続きを行う期間については、市町村から補助事業者あて通知しますので、定められた

期日までに計画変更承認申請書（第５号様式）を市町村に提出しなければなりません。 

 

 

事業の中止等について 

 

交付決定の内容又は条件に不服がある場合は、交付決定通知を受けた日から20日以内

に交付申請取下書（第４号様式）を市町村に提出しなければなりません。 

また、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、遅滞なく中止（廃止）承認申請書

（第６号様式）を市町村に提出しなければなりません。 
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５

 

 

 

４

 

 

 

３

 

 

 

２

 

　　　　　　　　　　　　　　　

 

１

１  遂行状況報告書/実績報告書 

２  生産出荷計画（計画/実績） 

３  遂行状況明細書、附属書類 

４ 請求書（写） 

５ 請求書だけで確認できない内容の補足資料等

↑
 

横

12

13
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実績報告について 

 

補助事業が完了した場合は、実績報告書（第８号様式）を名護市に提出しなければなり

ません。提出すべき書類は以下のとおりです。 

１ 実績報告書（第８号様式） 

２ 生産出荷計画（実績記載） 

３ 市町村に未報告分の実績に係る確認書類（３月分の遂行状況報告書含む） 

 

年度の途中で事業が完了した場合は、30日以内に実績報告書を提出してください。 

年度末まで事業を行う場合の提出期限については、市から補助事業者に通知します。定

められた期日を厳守しなければ補助金の支払いを受けることができません。 

※書類の記載方法、添付書類等については遂行状況報告と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式
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補助金の支払いについて 

 

補助事業者は、事業が完了して実績報告を提出し、市町村から補助額の確定通知があっ

た場合に、補助金 全額 の支払いを受けることができます。 【事業完了後】 

ただし、遂行状況報告で市町村による確認が済んだ実績分については、補助事業者が希

望する場合は概算払いにより補助金の 一部 の支払いを受けることができますので、市

の担当者にご確認ください。 

 

なお、概算払い時の補助単価は、遂行状況報告で確認が済んだ実績累計分から算出した

値を使用します。 

 

支払手続については、市町村から補助事業者に通知しますので、定められた期日までに

精算払請求書（第10号様式）又は概算払請求書（第９号様式）を提出してください。 

 

書類の整理・保管について 

 

市町村から支払いを受けた補助金については、他の経費と明確に区分して経理の状況

を明らかにするとともに、関係書類については全て、事業完了日の属する年度の翌年度

から５年間保管しておかなければなりません。 

また、事業遂行中及び完了後においても、実地検査により市町村が内容確認を行う場合

があります。補助事業者は、日頃から書類一式の整理・保管を徹底し、市町村からの内容

確認に対応できるように準備しなければなりません。 

 

～保管すべき書類～ 

○市町村からの通知 

○市町村に提出した申請書、報告書の写し 

○市町村に提出した報告書等の添付書類原本 

○補助事業に係る輸送費の確認書類原本 

※輸送費に係る請求書、領収書、送り状、仕切書、発注書等 

※出荷先からの売買仕切り書、発注書、受領書等 

○出荷品目が地域特産物であることがわかる書類（生産・仕入関係書類） 

○補助金の収支（補助金の分配・使途含む）について記載した帳簿等 
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